
令和８年３月鹿角警察署 自転車指導啓発重点路線

鹿角警察署前交差点

舟場交差点

乳牛橋付近交差点
重点路線

① 国道２８２号（   ）
  鹿角警察署前交差点～舟場交差点

② 県道十二所花輪大湯線（   ）
  乳牛橋付近交差点～舟場交差点

選定理由

・管内の主要道路で、駅、公共施設、
高校、商業施設等が立ち並び、通勤、
通学、買物等での自転車利用者が多い。

・自転車が関係する交通事故が多い。

自転車安全利用５則
 １ 車道が原則、左側を通行 、歩道は例外、歩行者を優先 
 ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 ３ 夜間はライトを点灯
 ４ 飲酒運転は禁止

自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度（いわゆ
る青切符）では、自転車指導啓発重点路線を中心に指
導取締りを行います。
自転車の交通違反を認知した場合、交通事故の原因と
なったり歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となっ
たりするような、「悪質・危険な違反」であったとき
は、取締りを行います。


